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地 元 密 着 の 私 た ち に
お 気 軽 に ご 相 談 下 さ い ！

栃木ガスなら・・・
 エネワンでんきで電気料金をお得に！
  ガスとセット割引きでさらにお得に！

栃
木
市
自
治
基
本
条
例
改
正

に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
平
成
24
年
に
施
行
し
た
栃
木

市
自
治
基
本
条
例
は
、
市
民
を

中
心
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
、青
少
年
や
子
ど
も

の
権
利
等
を
定
め
た
第
12
条
に

つ
い
て
、年
齢
要
件
で
あ
る「
満

20
歳
未
満
の
」を
削
除
す
る
改

正
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
つ
い
て
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
市
の
施
策
に

利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間　

８
月
20
日
（
金
）

～
９
月
21
日
（
火
）
必
着

閲
覧
場
所　
総
務
課
（
本
庁
舎

３
階
）、
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー

（
本
庁
舎
４
階
）、
各
総
合
支
所

地
域
づ
く
り
推
進
課
、
大
宮
・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の

各
公
民
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
問

合
先
窓
口
へ
直
接
（
平
日
８
時

30
分
～
17
時
15
分
）、
郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
に
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
及

び
そ
れ
に
対
す
る
回
答
は
後
日

公
表
し
ま
す
（
住
所
・
氏
名
等

は
非
公
開
）。
個
別
回
答
は
し

ま
せ
ん
。

問 

総
務
課　
☎

（21）
２
３
４
３

栃
木
市
自
然
環
境
等
と
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
事
業
と
の
調
和

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
関
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
市
で
は
、
自
然
環
境
、
景
観

等
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
の
調
和
が
必
要
な
保
全

地
区
に
お
い
て
、
自
然
環
境
等

の
保
全
及
び
よ
り
実
効
性
の
あ

る
条
例
の
運
用
を
図
る
た
め
、

こ
の
た
び
標
記
の
素
案
を
と
り

ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
素
案
に

対
す
る
皆
さ
ん
の
意
見
等
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者

閲
覧
期
間　

９
月
15
日
（
水
）

～
10
月
15
日
（
金
）

閲
覧
場
所　
都
市
計
画
課
（
本

庁
舎
３
階
）、
市
政
情
報
セ
ン

タ
ー
（
同
４
階
）、
各
総
合
支
所

地
域
づ
く
り
推
進
課
、
大
宮
・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の

各
公
民
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
次

の
窓
口
に
直
接
ま
た
は
問
合
先

へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
都
市
計
画
課
ま
た

は
各
地
域
づ
く
り
推
進
課
窓
口

（
平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等

は
後
日
公
表
し
ま
す
。（
住
所・

氏
名
等
は
非
公
表
）
意
見
に
対

す
る
個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

都
市
計
画
課
☎

（21）
２
４
４
４

秋
の
交
通
安
全
運
動　

９
月

21
日
（
火
）
～
30
日
（
木
）

　
「
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！
あ
な
た

が
主
役
で
す
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
交
通
安
全
意
識
の
高
揚
を
図

り
、
交
通
事
故
の
な
い
安
全
で

住
み
よ
い
社
会
の
実
現
を
目
指

し
ま
す
。
交
通
ル
ー
ル
を
遵
守

し
、
交
通
事
故
「
０
」
を
目
指

し
ま
し
ょ
う
！

問 

交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
１

証
明
書
自
動
交
付
機
サ
ー
ビ

ス
を
９
月
末
に
終
了
し
ま
す

　
市
役
所
本
庁
北
側
出
入
口
お

よ
び
プ
ラ
ッ
ツ
お
お
ひ
ら
に
設

置
し
て
い
る
自
動
交
付
機
は
10

月
１
日
よ
り
利
用
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。
今
後
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
（
写
真
付
き
・
４

ケ
タ
の
暗
証
番
号
が
記
録
さ
れ

た
も
の
）
を
用
い
た
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
の
交
付
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
生
活
課
☎

（21）
２
１
２
６

人
権
擁
護
委
員
の
表
彰

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大

臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、人
権
相
談
、

人
権
侵
害
に
よ
る
被
害
者
の
救

済
や
、
人
権
に
つ
い
て
の
啓
発

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
び
、
本
市
の
人
権
擁
護
委
員

が
、
次
の
と
お
り
表
彰
を
受
け

ま
し
た
。（
敬
称
略
）

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
長
表
彰

神
原
良
明
、
菊
地
由
紀
、
熊
倉

陽
子
、
中
田
美
千
子

宇
都
宮
地
方
法
務
局
長
感
謝
状　

渡
沼
康
子
、
大
竹
教
子

栃
木
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

長
表
彰　
黒
川
弘
照

問 

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

　
☎

（21）
２
１
６
１

敬
老
祝
金
を
支
給
し
ま
す

　
長
年
に
わ
た
り
社
会
に
貢
献

し
て
き
た
高
齢
者
の
長
寿
を
、

市
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
お
祝
い

し
ま
す
。

対
象
と
支
給
金
額　

　
９
月
１
日
時
点
で
栃
木
市
に

引
き
続
き
１
年
以
上
住
所
を
有

す
る
方
で
、
令
和
３
年
４
月
１

日
～
令
和
４
年
３
月
31
日
に
、

次
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方

85
歳
（
昭
和
11
年
４
月
１
日
～

昭
和
12
年
３
月
31
日
生
ま
れ
）

１
万
円
（
口
座
振
込
）

１
０
０
歳
（
大
正
10
年
４
月
１

日
～
大
正
11
年
３
月
31
日
生
ま
れ
）

10
万
円
（
市
職
員
が
訪
問
）

１
０
１
歳
以
上
（
大
正
10
年
３

月
31
日
以
前
生
ま
れ
）　

敬
老

記
念
品
を
送
付

支
給
期
間　
９
月
か
ら
随
時

※
85
歳
の
対
象
の
方
に
は
、
９

月
中
に
「
口
座
振
込
申
請
書
」

を
お
送
り
し
ま
す
。
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
申
請
く
だ
さ
い

（
振
込
は
10
月
以
降
）

問 

高
齢
介
護
課
☎

（21）
２
２
４
１

「
敬
老
の
日
」
に
住
宅
用
火

災
警
報
器
を
！

　
住
宅
火
災
に

お
け
る
死
者
の

う
ち
、
約
７
割

は
65
歳
以
上
の

高
齢
者
で
す
。

高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
、
高

齢
者
の
住
宅
火
災
に
お
け
る
死

者
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま

す
。

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に

　
住
宅
火
災
で
死
者
が
発
生
す

る
要
因
と
し
て
、
出
火
の
発
見

が
遅
れ
、
気
づ
い
た
時
は
火
煙

が
回
り
、
既
に
逃
げ
道
が
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
事
例
が
多

く
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
火
災

の
発
生
に
い
ち
早
く
気
づ
き
、

逃
げ
遅
れ
に
よ
る
死
亡
を
防
ぐ

た
め
、
栃
木
市
火
災
予
防
条
例

に
よ
り
寝
室
等
に
「
住
宅
用
火

災
警
報
器
」
の
設
置
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
住
宅
用
火
災
警
報
器
」
の

電
池
の
寿
命
は
約
10
年
で
す
。

故
障
す
る
場
合
も
あ
る
た
め
、

年
２
回
程
度
の
定
期
的
な
点
検

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
、
高
齢
者

の
家
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
住

宅
用
火
災
警
報
器
」
を
、
高
齢

者
の
代
わ
り
に
点
検
し
て
あ
げ

ま
し
ょ
う
。

問 

市
消
防
本
部
予
防
課

☎
（22）
０
０
７
２

障
害
基
礎
年
金
の
ご
案
内

　

病
気
や
ケ
ガ
で
障
が
い
が

残
っ
た
と
き
、
障
害
基
礎
年
金

が
支
給
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

対
象  

障
が
い
の
原
因
と
な
っ

た
病
気
や
ケ
ガ
の
『
初
診
日
が

65
歳
未
満
』
の
方
が
、
一
定
の

障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た
場

合
。
た
だ
し
、
老
齢
基
礎
年
金

を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
障
害

基
礎
年
金
の
請
求
が
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

年
金
額
（
年
額
） 

１
級  

９
７
６
，
１
２
５
円

２
級  

７
８
０
，
９
０
０
円

※
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異

な
り
ま
す
。

受
給
要
件  

初
診
日
の
あ
る
月

の
前
々
月
ま
で
の
被
保
険
者
期

間
の
う
ち
保
険
料
の
未
納
が
３

分
の
１
以
上
あ
る
場
合
は
、
障

害
基
礎
年
金
の
請
求
は
で
き
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
初
診
日
が
令

和
８
年
３
月
31
日
ま
で
に
あ
る

と
き
は
、
初
診
日
の
あ
る
月
の

前
々
月
ま
で
の
１
年
間
に
未
納

が
な
け
れ
ば
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

必
ず
事
前
に
ご
相
談
を  

初
診

日
と
通
院
歴
を
お
調
べ
の
う
え

年
金
手
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
初
診
日
が
第
３
号
被
保
険

者
期
間
中
ま
た
は
厚
生
年
金
期

間
中
の
場
合
の
相
談
先
は
、
年

金
事
務
所
と
な
り
ま
す
。

問 

栃
木
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
　
☎
（22）
４
１
３
１

保
険
年
金
課　
☎
（21）
２
１
３
４

令
和
４
年
４
月
に
小
学
校
に

入
学
す
る
お
子
さ
ん
の
健
康

診
断
を
行
い
ま
す

対
象　
平
成
27
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
28
年
４
月
１
日
生
ま
れ

の
お
子
さ
ん

日
程　
左
表
の
と
お
り

（
＊
１
は
国
府
南
小
・
国
府
北

小
入
学
予
定
児
童
対
象
。

＊
２
は
西
方
小
・
真
名
子
小
入

学
予
定
児
童
対
象
）

※
詳
し
く
は
、
対
象
の
お
子
さ

ん
の
保
護
者
あ
て
お
送
り
す
る

通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
健

診
日
１
週
間
前
ま
で
に
通
知
書

が
届
か
な
い
場
合
は
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
、
お
子
さ
ん
・
保
護

者
と
も
に
必
ず
検
温
し
、
マ
ス

ク
を
着
用
し
て
お
越
し
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
少
し
で
も
具
合
が

悪
い
場
合
は
受
診
を
お
控
え
く

だ
さ
い
。
後
日
別
会
場
で
受
診

で
き
ま
す
の
で
、
早
め
に
問
合

先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
表
の
日
程
で
都
合
が
悪
く
入

学
予
定
の
小
学
校
で
健
康
診
断

を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
は
、
事

前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
消
毒
な
ど
の
感
染
症
対
策
の

た
め
、
入
学
予
定
児
童
数
の
多

い
学
校
で
は
、
健
診
に
２
～
３

時
間
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問 

保
健
給
食
課
☎

（21）
２
４
８
２

水
道
管
の
漏
水
調
査
を
行
い

ま
す

　
水
道
メ
ー
タ
ー
で
の
漏
水
音

確
認
の
た
め
、
敷
地
内
に
立
ち

入
ら
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、

調
査
員
は
市
発
行
の
身
分
証
明

書
を
携
帯
し
て
お
り
ま
す
。

調
査
時
期　
９
月
上
旬
～
２
月

下
旬

調
査
箇
所　
栃
木
市
都
賀
町
全

域
及
び
栃
木
市
大
平
町
西
山
田

地
内

調
査
業
者　
栃
木
市
公
認
管
工

事
業
協
同
組
合

問 

水
道
建
設
課
☎

（25）
２
１
１
６

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX27-7556

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎22-3535
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

場所 実施日 受付時間

栃
木

皆川城東小 ９月１０日（金） １３：３０～１３：５０
栃木第三小 ９月１４日（火） １３：２０～１３：３５
吹上小 ９月１６日（木） １３：３０～１３：５０
栃木第四小 ９月２２日（水） １３：２０～１３：４０
栃木中央小 ９月２４日（金） １３：２０～１４：００
国府北小＊１ １０月５日（火） １３：２０～１３：４０
栃木第五小 １０月７日（木） １３：２０～１３：５０
大宮北小 １０月１２日（火） １３：２０～１３：５０
千塚小 １０月１４日（木） １３：２０～１３：４０
大宮南小 １０月１４日（木） １３：２０～１３：３５
南小 １０月１９日（火） １３：２０～１３：４０
寺尾小 １０月２１日（木） １３：３０～１３：４５

大
平

大平中央小 ９月１５日（水） １３：１０～１３：４０
大平東小 ９月２２日（水） １３：１５～１３：３５
大平西小 ９月２８日（火） １３：１５～１３：４５
大平南小 １０月２０日（水） １３：２０～１３：３５

藤
岡

部屋小 ９月２７日（月） １３：１０～１３：３０
三鴨小 ９月２９日（水） １３：１０～１３：３０
藤岡小 １０月６日（水） １３：２０～１３：４０
赤麻小 １０月２０日（水） １３：２０～１３：４０

都
賀

合戦場小 ９月３０日（木） １３：２０～１３：３５
赤津小 １０月６日（水） １３：１０～１３：３０
家中小 １０月２２日（金） １３：２０～１３：３０

西方 西方小 ＊2 １０月１８日（月） １３：１０～１３：２５

岩
舟

静和小 ９月１７日（金） １３：３０～１３：５０
小野寺小 １０月１日（金） １３：３０～１３：５０
岩舟小 １０月１３日（水） １３：３０～１３：５０


